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令和６年度第８号補正予算の概要について

令和６年１２月１６日

令和６年度第８号補正予算の概要を発表いたします。

今回の補正予算は、

国の総合経済対策を受けて、

原油価格・物価高騰等に対応する県独自の取組や

自然災害に備えた防災力強化など、

緊急に措置すべき経費について計上しました。

その主な内容といたしましては、

原油価格・物価高騰等への対応として、

・生活にお困りの方に対する光熱費の支援、

・ＬＰガスを使用する方や

特別高圧電力を使用する中小企業等への支援、

・エネルギー価格高騰に対応するための

設備を導入する中小企業等への支援、

・光熱費などが増加している

医療機関や社会福祉施設等への支援、

・地域公共交通機関や運送事業者等への事業継続支援、

・光熱費や燃料費高騰の影響を受ける

農林水産事業者への支援、

自然災害への備えとして、

・河川や道路、農業水利施設等の防災力強化

などであり、これらに要する経費を計上しました。

以上により、一般会計における補正予算の総額は、

５０７億６千万円、

本年度予算の累計額は、

１兆３，０８０億１百万円となります。

福島県財政課

電話 ０２４－５２１－７０８９
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資 料

令和６年度第８号補正予算主要事業一覧
(単位：千円)

＜一般会計＞

１ 原油価格・物価高騰等への対応 計 ７，３９８，７６４

（１）低所得世帯に対する光熱費の支援（保健福祉部：社会福祉課）

５６８，４５１

原油価格や物価の高騰による低所得世帯への影響を緩和するため、電気やガス、灯油

などの光熱費等を支援する市町村に対して補助を行う。

［ 対 象 者 ］住民税非課税世帯

［ 補 助 率 ］１／２以内

［ 補助基準額 ］６，０００円（県からの補助上限額：３，０００円）

（２）ＬＰガス使用世帯等への支援（商工労働部：経営金融課）

４４６，３３３

ＬＰガス料金の高騰による一般家庭等への影響を緩和するため、ＬＰガス販売事業者

に対して使用料金の値引きに要する経費を補助する。

［ 対 象 者 ］県内のＬＰガス使用世帯等

［ 支 援 額 ］１世帯等あたり６００円

（３）特別高圧電力を使用する中小企業等への支援 （商工労働部：企業立地課）

７７，２６０

電気料金の高騰による影響を緩和するため、特別高圧電力を使用する中小企業等に対

して補助を行う。

［ 対 象 者 ］特別高圧電力を使用する県内の中小企業等

［ 支 援 額 ］令和７年１月～２月の電気使用量：１．３円／ｋＷｈ

令和７年３月の電気使用量 ：０．７円／ｋＷｈ

［ 補助上限額 ］一般事業者：２，０００万円

発電事業者： １３０万円

（４）中小企業等のエネルギーコスト削減への支援 （商工労働部：経営金融課）

１，２４４，２７２

エネルギー価格高騰による中小企業等への影響を緩和するため、省エネルギー効果

が高い機械設備導入などに要する経費の一部を補助し、コスト削減を支援する。

［ 補 助 先 ］県内の中小企業等

［ 補 助 率 ］２／３以内（補助上限額：３００万円）

県独自

県独自

県独自

県独自



- 3 -

（５）製造業における省資源化・高効率化への支援 （商工労働部：企業立地課）

６６７，９００

製造業における省資源化・高効率化に資する生産設備の導入に要する経費の一部を

補助し、原油価格・物価高騰下における中小企業の負担軽減を支援する。

［ 補 助 先 ］県内に主たる事業所を有する中小企業（製造業）

［ 補 助 率 ］２／３以内（補助上限額：１，０００万円）

（６）医療機関や薬局等への支援（保健福祉部：地域医療課、薬務課）

２，１１２，０６９

原油価格や物価の高騰による医療機関や薬局等への影響を緩和するための支援金

を給付し、安定した医療提供体制を確保する。

［ 対象施設等（１施設あたり） ］

・病院（300床以上） ：基礎額 １，６６０，０００円

＋加算支援金 ３４，０００円／床

＋食材料費支援１６，０００円／床

・病院（299床以下）、有床診療所 ：基礎額 ８３０，０００円

＋加算支援金 ３４，０００円／床

＋食材料費支援１６，０００円／床

・無床診療所、歯科診療所、助産所 ：３３３，０００円

・薬局（保険薬局に限る）、歯科技工所：１６６，０００円

・施術所（保険適用施設に限る) ： ８３，０００円

（７）社会福祉施設等事業者への支援

（保健福祉部：社会福祉課、高齢福祉課、障がい福祉課）

（こども未来局：子育て支援課、児童家庭課）

１，２４０，０５４

原油価格や物価の高騰による介護、障害福祉サービス等事業者への影響を緩和

するための支援金を給付し、安定したサービスの提供を支援する。

［ 対象施設等（１施設あたり） ］

○高齢者施設、保護施設等

・入所系施設 ：定員１名あたり１５，０００円

・複合型サービス事業所：（宿 泊 分）定員１名あたり １５，０００円

（訪問・通い）１事業所あたり１３０，０００円

・通所系事業所 ：（高齢者施設）１事業所あたり１３０，０００円

（授 産 施 設）１事業所あたり ６０，０００円

・訪問系事業所 ：１事業所あたり１００，０００円

○障がい者施設等

・入所系事業所：定員１名あたり １５，０００円

県独自

県独自

県独自
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・通所系事業所：１事業所あたり１３０，０００円

※障害児福祉サービスは、１００，０００円

・訪問系事業所：１事業所あたり１００，０００円

○児童養護施設、里親等

・暫定定員又は児童１名あたり２５，０００円

○認可外保育施設（中核市所在及び居宅訪問型保育事業を除く）

・定員60名以上 ：３５５，０００円

・定員20名以上59名以下：１９０，０００円

・定員19名以下 ： ７０，０００円

（８）地域公共交通機関や運送事業者等への支援（生活環境部：生活交通課）

５０３，１９４

原油価格や物価の高騰による地域公共交通機関や運送事業者等への影響を緩和する

ため、車両維持等に要する経費の一部を補助し、各事業者の事業継続を支援する。

［ 対象種別等 ］

○地域公共交通事業者、運送事業者

・乗合バス ：（定員11名以上）１０万円／台

（定員11名未満） ５万円／台

・貸切バス ： ５万円／台

・タクシー ：２万５千円／台

・運転代行、トラック： １万円／台

○地域鉄道事業者（鉄道沿線自治体と協調して補助）

・会津鉄道（株）：７，９８６千円（県支援分）

（９）生活路線バス事業者への支援 （生活環境部：生活交通課）

４０，０００

物価高騰等の影響により、厳しい利用状況にあるバスの利用を促進するとともに、

地域経済の活性化を図るため、県内路線バス事業者が実施する「バス無料デー」の取

組を支援する。

［ 補 助 先 ］（公社）福島県バス協会

［ 補 助 額 ］定額４０，０００千円（減収補てん及び広報宣伝費等）

（10）生産コストが増加している畜産農家への支援 （農林水産部：畜産課）

２４９，５００

家畜飼養施設の維持管理費や光熱水費などの高騰による畜産農家への影響を緩和す

るため、負担増加分の一部を畜種に応じて補助する。

［ 補 助 先 ］福島県配合飼料価格安定基金協会等

県独自

県独自
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［ 補 助 額 ］肉用牛 ２，０００円以内／頭

乳用牛 ２，７００円以内／頭

養鶏 ２，０００円以内／１００羽

養豚 ５００円以内／頭

（11）農業水利施設の電気料金への支援 （農林水産部：農地管理課）

８９，２２２

農業水利施設を所有又は管理する土地改良区に対して、電気料金高騰の影響を緩和

するため、電気料金の高騰分を支援する。

［ 補助対象 ］土地改良区が所有又は管理する農業水利施設

［ 補 助 額 ］電気料金高騰前の５年平均の電気料金を超える額

（12）燃油価格高騰等の影響を受ける漁業者への支援 （農林水産部：水産課）

８０，４７０

燃油価格等の高騰による漁業者への影響を緩和するため、船底の付着物除去などに

要する経費の一部を補助し、燃油節減への取組を支援する。

［ 補 助 先 ］県内の漁業協同組合等

［ 補 助 率 ］２／３以内

２ 交付金事業（道路）（土木部：道路計画課） ５，２５８，５４６

国の補正予算を活用し、国道や県道の道路改築や舗装補修などを行い、近年頻発・

激甚化している自然災害に備えた防災力の強化を図る。

［ 施 工 箇 所 ］国道２８９号（只見町） 外 計５６箇所

３ 交付金事業（河川）（土木部：河川整備課） ６，８８５，９００

国の補正予算を活用し、近年頻発・激甚化している自然災害による浸水被害の軽減

に向け、河道掘削や堤防整備などを推進する。

［ 施 工 箇 所 ］右支夏井川（小野町） 外 計２９箇所

４ 農地中間管理機構関連農地整備事業（農林水産部：農村基盤整備課）

１，７３０，７１５

国の補正予算を活用し、農業の競争力強化や営農作業の効率化を図るため、ほ場の

大区画化等の基盤整備を推進する。

［ 施 工 箇 所 ］高野地区（会津若松市） 外 計１２箇所

公共事業

公共事業

県独自

公共事業

県独自
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５ 公共事業・県単公共事業・維持補修費【再掲】 ４３，２２７，３５５

（単位：千円）

農林水産部 土 木 部 計

普通建設事業 補正額 4,049,032 13,456,192 17,505,224

累計額 14,475,159 23,457,285 37,932,444

災害復旧事業 補正額 0 0 0

累計額 3,407,280 9,181,182 12,588,462

国直轄事業負担金 補正額 83,174 0 83,174

累計額 1,062,102 18,420,797 19,482,899

公共事業計 補正額 4,132,206 13,456,192 17,588,398

累計額 18,944,541 51,059,264 70,003,805

県単公共事業 補正額 0 15,874,196 15,874,196

累計額 15,432,145 95,363,029 110,795,174

合 計 補正額 4,132,206 29,330,388 33,462,594

累計額 34,376,686 146,422,293 180,798,979

維持補修費 補正額 49,284 9,715,477 9,764,761

累計額 1,832,740 59,154,203 60,986,943

総 計 補正額 4,181,490 39,045,865 43,227,355

累計額 36,209,426 205,576,496 241,785,922
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令和６年度第８号補正予算の概要

（単位：百万円）

１ 予 算 規 模

補 正 額 ５０，７６０

補 正 前 の 額 １，２５７，２４１
（ 令和６年度第７号補正後 ）

本 年 度 予 算 累 計 額 １，３０８，００１

前 年 度 同 期 予 算 額 １，４０３，０６７
（ 令和５年度１２月補正後 ）

前 年 度 同 期 比 ０．９３倍

前 年 度 同 期 比 増 減 額 ▲９５，０６５

２ 補正額の財源内訳

分 担 金 及 び 負 担 金 ５８８

国 庫 支 出 金 ２７，３１５

繰 越 金 １，６０９

県 債 ２１，２４９

（注）表示単位未満の端数については、記載区分毎に四捨五入している。
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～ 東日本大震災以降、これまでの補正予算編成について ～

■ 平成２２年度一般会計補正予算総額 １７０億７，１００万円

【第５号】（平成23年３月22日専決）、 【第６号】（平成23年３月31日専決）

■ 平成２３年度一般会計補正予算総額 １兆４，７１４億４，１００万円

【第１号】（平成23年４月15日専決）～【第12号】（平成24年３月30日専決）

■ 平成２４年度一般会計補正予算総額 ２，３０４億７，１００万円

【第１号】（平成24年５月18日専決）～【第12号】（平成25年３月29日専決）

■ 平成２５年度一般会計補正予算総額 ４１７億３，２００万円

【第１号】（平成25年４月23日専決）～【第８号】（平成26年３月31日専決）

■ 平成２６年度一般会計補正予算総額 ２，７５７億５，６００万円

【第１号】（平成26年７月２日議決）～【第９号】（平成27年３月31日専決）

■ 平成２７年度一般会計補正予算総額 １，５１１億３，１００万円

【第１号】（平成27年７月１日議決）～【第７号】（平成28年３月31日専決）

■ 平成２８年度一般会計補正予算総額 ２，０１６億４，８００万円

【第１号】（平成28年７月６日議決）～【第５号】（平成29年３月31日専決）

■ 平成２９年度一般会計補正予算総額 ▲１，７１１億７，３００万円

【第１号】（平成29年７月５日議決）～【第７号】（平成30年３月30日専決）

■ 平成３０年度一般会計補正予算総額 ▲１，０５９億７，２００万円

【第１号】（平成30年７月６日議決）～【第９号】（平成31年３月29日専決）

■ 令和元年度一般会計補正予算総額 ５３３億７，６００万円

【第１号】（令和元年７月４日議決）～【第10号】（令和２年３月31日専決）

■ 令和２年度一般会計補正予算総額 ７３３億６，３００万円

【第１号】（令和２年５月５日議決）～【第13号】（令和３年３月31日専決）

■ 令和３年度一般会計補正予算総額 １，３６６億４，９００万円

【第１号】（令和３年３月22日専決）～【第19号】（令和４年３月31日専決）

■ 令和４年度一般会計補正予算総額 ５７４億７，８００万円

【第１号】（令和４年４月15日専決）～【第10号】（令和５年３月31日専決）

■ 令和５年度一般会計補正予算総額 ▲５５１億４，３００万円

【第１号】（令和５年４月17日専決）～【第８号】（令和６年３月29日専決）

■ 令和６年度一般会計補正予算総額 １９１億３，４００万円

【第１号】（令和６年７月３日議決）～【第７号】（令和６年12月６日提案）


	1
	2
	3
	4

